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大崎市内部情報系アプリケーション更新事業公募型プロポーザル実施要領

１ 公募型プロポーザルの実施

(１) 大崎市内部情報系アプリケーション更新の目的

財務会計，文書管理，電子決裁，人事給与等の行政事務を支える内部情報系アプリケーシ

ョンは，令和９年１２月末に契約期間の満了を迎える。

内部情報系アプリケーションの更新により，デジタル化を積極的に進め，業務の効率化や

働き方改革へ対応するほか，必要な情報セキュリティ対策を講じるものである。

本業務は，大崎市総合計画に基づき，より一層の行政サービスの向上と行財政運営の効率

化に資することを目的とする。

(２) プロポーザルにより受注者を選定する理由

内部情報系アプリケーションについて，業務効率及び職員満足度の高いアプリケーショ

ンを適正な経費で調達するため，構築体制や保守体制，アプリケーションごとの機能評価を

重要な評価ポイントとして審査し，優先交渉権者を選定することから，プロポーザル方式を

採用するものである。

２ 業務概要

(１) 件名

大崎市内部情報系アプリケーション更新業務

(２) 業務内容

対象アプリケーション及び所管部署は，以下の表のとおりとする。

(３) 履行期間

（ア） 本稼働は原則として令和１０年１月１日とし，業務期間は次のとおりとする。

・システム構築

契約締結の翌日から令和９年１２月３１日まで

・システム利用及び保守

令和１０年１月１日から令和１４年１２月３１日まで

（イ）データ移行や運用などの都合上，令和１０年４月１日から本稼働することで提案す

る場合は，業務期間は次のとおりとする。

・システム構築

No 対象アプリケーション名 所管部署

1 財務会計システム 財政課，会計課

2 契約管理システム 財政課

3 備品管理システム 財政課

4 起債管理システム 財政課

5 庶務事務システム 人財育成課

6 人事給与システム 人財育成課

7 人事評価システム 人財育成課

8 文書管理システム 総務課

9 電子決裁システム デジタル戦略課

10 グループウェア デジタル戦略課
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契約締結日の翌日から令和１０年３月３１日まで

・システム利用及び保守

令和１０年４月１日から令和１５年３月３１日まで

(４) 提案上限額

３２３，０００千円（消費税相当額を除く）

※内部情報系アプリケーションの本稼働後，５年間の利用料（構築費含む。）及び保守料

を想定している。

３ 参加資格

本プロポーザルに参加できる者は，次のすべての要件に該当する者とする。なお，プロポ

ーザルに参加できる者の形態は，単体企業とする。当該参加資格を有することを証する書類

に虚偽があった場合は直ちに参加資格を失う。

(１) 一般要件

（ア）大崎市物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成１８年３月３１

日訓令甲第６２号）第６条に規定する物品調達等に係る競争入札参加登録簿に登録

されている者又は入札参加資格審査申請と同様の書類審査を受け，適格と認められ

る者。

（イ）大崎市競争入札参加登録業者等指名停止要領（平成１８年３月３１日告示第２３号）

及び大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年６月１日規則第３９号）の規定

による入札参加資格制限等の措置を受けていない者。

（ウ）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（同令第１６７条の

１１第１項の規定により準用される場合を含む。以下同じ。）第１項の規定により入

札に参加させることができない者でないこと。

（エ）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により入札に参加させないことと

されている期間を経過していない者でないこと。

（オ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。ただし，同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が，その

者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては，当該申立てがなされていな

い者とみなす。

（カ）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされ

ている者でないこと。ただし，同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が，その

者に係る再生計画認可の決定が確定した場合にあっては，当該申立てがなされてい

ない者とみなす。

(２) 個別要件

（ア）下記のいずれかの要件を満たすこと。

・一般財団法人日本情報経済社会推進協会（ＪＩＰＤＥＣ）より，プライバシーマー

クの認定を受けている者であること。

・情報セキュリティマネジメントシステム(ISO/IEC27001,ISMS）を取得している者で

あること。

（イ）過去５年間において，地方公共団体に対して，２.（２）に掲げる No.1 から 10 の

アプリケーションのうち複数のアプリケーションの導入実績を有する者であること。

（受託した場合，業務の一部を再委託する場合の協力事業者の実績を含む。）
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４ 質問及び回答

(１) 受付期限

令和８年４月２２日（水）午後５時まで

(２) 受付先

大崎市 市民協働推進部デジタル戦略課 情報システム担当 宛て

電子メール：digital@city.osaki.miyagi.jp

(３) 質問方法

質問票［様式１］により電子メール（電子メール以外での質問は受付しない。）にて提出

のこと。

電子メールの標題：【大崎市内部情報系アプリケーション更新業務】事業者名 質問

事業者名の箇所には，貴社の名称を記載すること。

(４) 回答の方法

提出された質問に対する回答は，令和８年５月１日（金）までに，市ウェブサイトに掲

載する。

５ 提出書類

(１) 一次選考用提出書類（参加表明書等）

（ア）プロポーザルに参加しようとする者は，次に掲げる書類を作成し提出すること。

①公募型プロポーザル参加表明書 [様式２－１]

②会社概要書 [様式２－２]

③導入実績一覧表 [様式２－３]

④参加資格を確認できる次に掲げるいずれかの書類

ž 物品調達等に係る競争入札参加業者登録書

ž 入札参加資格名簿に登録されていない場合は，「大崎市内部情報系アプリケー

ション更新事業公募型プロポーザル参加資格審査申請における必要書類一覧」

に掲げる書類

⑤ プライバシーマーク登録書の写し又は情報セキュリティマネジメントシステム

(ISO/IEC27001，ISMS）取得したことを証明できる書類の写し

⑥ 業務協力契約予定書 [様式２－４]（受託した場合，協力事業者として他社に業

務の一部を再委託する場合のみ）

⑦ 導入実績一覧表を証する契約書の写し等

(２) 二次選考用提出書類（技術提案書等）

（ア）一次選考を通過し，プロポーザルに参加しようとする者は，次に掲げる書類を作成

し提出すること。

①技術提案書[様式３－１]

②機能証明書[様式３－２]

③ソフトウェア一覧表[様式３－３]

④費用見積書[様式３－４]～[様式３－１５]

６ 選考用書類の提出

(１) 提出期限

【第一次選考用書類提出】 令和８年５月１２日（火）午後５時まで

【第二次選考用書類提出】 令和８年６月５日（金）午後５時まで
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(２) 提出場所

〒９８９－６１８８ 宮城県大崎市古川七日町１－１

大崎市 市民協働推進部デジタル戦略課 情報システム担当

電話 ０２２９－２３－５０９１（直通）

(３) 提出部数

【第一次選考用提出書類】１１部（正本１部，副本１０部）

電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ） １部

【第二次選考用提出書類】１１部（正本１部，副本１０部）

電磁的記録媒体（ＤＶＤ－Ｒ） １部

(４) 提出方法

持参（土曜日，日曜日及び祝日を除く日の午前８時３０分から午後５時までとする。）又

は郵送（受取日時及び配達されたことが証明できる方法とし，提出期限内に必着とする。）

とする。

７ 一次選考審査

事務局において，「５．（１）一次選考用提出書類（参加表明書等）」に掲げる書類について

審査し，参加要件を満たしている事を確認する。

参加要件を満たしていることが確認された者に対して，令和８年５月１９日（火）までに

書面及びメール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛て）によりその旨を通知する

とともに，二次選考審査への参加を要請し，プレゼンテーション及びデモンストレーション

の日程を通知する。また，参加要件を満たしていないとされた者に対しては，令和８年５月

１９日（火）までに書面及びメール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛て）によ

りその旨と理由を通知する。

８ 参加表明後の辞退

参加表明書の提出後，参加を取りやめる場合は，参加辞退届[様式４]を提出すること。

(１) 参加辞退届の提出期限

令和８年５月１２日（火）午後５時まで

(２) 提出先

６．（２）に同じ。

(３) 提出方法

６．（４）に同じ。

９ 二次選考審査

大崎市内部情報系アプリケーション更新事業公募型プロポーザル審査委員会（以下，「委員

会」という。）において，「５．（２）二次選考用提出書類（技術提案書等）」に掲げる書類，

プレゼンテーションについて審査する。

なお，委員会は外部（学識経験者を含む）及び大崎市職員の計７名以下で構成するが，委

員の氏名については，選定における公平性を確保するため，審査結果の公表時に公表するも

のとする。

提案者の選定は，委員会が，「１２．評価基準」に基づき，審査する。なお，審査，プレゼ

ンテーションは非公開とする。

(１) 二次選考審査の方法
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（ア）委員会において，技術提案書評価，機能証明書評価，価格評価及びプレゼンテーシ

ョン審査を実施し，「１２．評価基準」に基づき８５０点満点で審査のうえ，上位３

社以内を選定する。選定した提案者に対して，プレゼンテーション審査実施日の３営

業日後までに書面及びメール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛て）によ

りその旨を通知するとともに，三次選考審査への参加を要請する。また，選定しなか

った提案者に対しては，プレゼンテーション審査実施日の３営業日後までに書面及

びメール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛て）によりその旨と理由を通

知する。

（イ）プレゼンテーション審査は，１社当たり１時間３０分（説明６０分，質疑応答３０

分以内）程度で説明を受ける。

なお，技術提案書のプレゼンテーションは，業務を受託した場合の体制図に載って

いる者が行うこと。また，出席者は各社５人以内とする。

プレゼンテーションに必要となる機材（ＰＣ・55 型モニタ 1 台）は本市で準備す

るため，提案者はデータのみ持参すること。なお，ＰＣでは JUST Focus 4 が使用可

能であるが，ほかのアプリケーションソフトウェアが必要な場合は，事前に本市に確

認すること。

出席者の服装，使用する機材等は，会社名（商号又は名称）等提案者を識別できな

いよう配慮すること。

プレゼンテーション審査は，令和８年６月２９日（月）～７月１０日（金）の期間

内の営業日で本市が指定した日に実施を予定している。審査の詳細な時間等につい

ては，メール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛て）により通知する。

※なお，プレゼンテーションの順番は本市にて抽選を実施し決定する。

(２) 技術提案書等の無効

次のいずれかに該当する場合には，提出された技術提案書等を無効とする。

（ア）提出期限を過ぎて提出した場合

（イ）提出書類の記載事項に虚偽の記載があった場合

（ウ）審査の公平性を害する行為があった場合

（エ）委員会又は本業務の関係者に提案内容に関する助言を求めた場合

（オ）２.（２）に掲げる No.1 から 10 のアプリケーションのうち，いずれか一つでも欠

けている場合

（カ）２．（４）に示す提案上限額を超えた場合

１０ 三次選考審査

二次選考を通過した提案者に対して，各アプリケーションの実務担当職員を選抜し，デモ

ンストレーションを実施のうえ，「１２．評価基準」に基づき，１５０点満点で審査する。な

お，デモンストレーションは非公開とする。

（ア）提案者から，各アプリケーションのデモンストレーションを受ける。デモンストレ

ーションは，事前にタイムテーブルについて協議し，決定したタイムテーブルに基づ

き行う。

なお，各アプリケーションのデモンストレーションは，業務を受託した場合の体制

図に載っている者が行うこと。出席者はアプリケーション毎に本市が指定する人数

以内とする。

（イ）デモンストレーションに必要となる機材（ＰＣ・プロジェクター等）は提案者にて
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準備すること。

（ウ）デモンストレーション審査は，プレゼンテーション審査実施日の４営業日後～７月

２４日（金）の期間内の営業日で本市が指定する日に実施を予定している。また，審

査の詳細な時間等については，メール（参加表明書に記載された担当者のアドレス宛

て）により通知する。

※なお，デモンストレーションの順番は本市にて抽選を実施し決定する。

１１ 優先交渉権者及び次順位候補者の選定

（ア）二次選考審査による評点（８５０点満点）に，三次選考審査によるデモンストレー

ション審査による評点について委員会が承認した点数（１５０点満点）を加算し，優

先交渉権者及び次順位候補者を選定する。

（イ）優先交渉権者との間に調整協議が成立した場合は契約相手方として決定する。なお，

調整協議不成立の場合は，次順位候補者と調整協議を行い，協議成立の場合は契約相

手方としてこれを決定する。

（ウ）審査結果（審査の詳細は除く。）については全提案者に対し郵送により通知する。

（エ）技術提案書，機能証明書，プレゼンテーション，デモンストレーションの評価点の

合計が２８０点未満の場合は，大崎市市民協働推進部デジタル戦略課で履行能力を

確認する。

１２ 評価基準

評価項目 評価内容 採点

技術提案書 業務・アプリケーションの最適化に対する理解・取組み

200

ž 本業務に対する基本的な考え方

ž 制度改正，機能拡張への対応について

アプリケーション全体

ž アプリケーションの全体像

ž アプリケーションの構成

ž 共通・標準機能

業務システム

ž 業務に対する理解

ž 将来的な拡張に対する提案等

ž 独自の提案機能

構築環境

ž ソフトウェア（提案者が納入するソフトウェア）

ž 処理性能

ž 可用性

ž 業務継続性

ž 情報セキュリティ

作業

ž 構築スケジュール

ž アプリケーション構築

ž テスト計画・評価

ž データ移行（データ移行の方法，範囲）

ž 教育訓練

ž アプリケーション運用
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１３ 審査結果の公表

プロポーザル審査結果については，確定後直ちに全提案事業者に書面にて通知するととも

評価項目 評価内容 採点

ž アプリケーション保守

ž 問合せ対応

ž 職員人事異動時の対応

管理体制

ž プロジェクト管理

ž 品質管理

ž 実施体制

ž 情報セキュリティマネジメント

その他

ž 新旧アプリケーション並行稼働の考え方

ž 次期移行時に対する考え方

ž 契約期間延長に対する考え方

ž 実績

機能証明書 業務機能の網羅性・充実度
250

ž 要求機能を満たしているか

費用見積書 見積金額

・費用見積書の評価に際しては，提案者から提示される次回

移行時の移行データ出力対応費用を考慮する。

300

プレゼンテ

ーション

取組み姿勢

100

ž 責任感を持って業務遂行できる態度か

知識・説得力

ž 業務知識は十分か

ž パッケージアプリケーションの本市業務への適用をイメ

ージした説明か

信頼感・コミュニケーション能力

ž 質問等に対する回答が，相手に合わせたわかりやすいも

のであったか

デモンスト

レーション

アプリケーションの機能性

150

ž 業務処理に必要な機能を確認できたか

ž ヘルプ機能は充実しているか

ž データ抽出機能等が充実しているか

アプリケーションの操作性

ž 画面が見やすく，画面展開がわかりやすいか

ž 操作方法はわかりやすいか

ž 入力は，操作者に配慮されたものになっているか

アプリケーションの信頼性

ž 入力ミス防止機能は十分か

ž デモンストレーション中に停止，又は再起動等の不具合

がないか

ž 説明者の業務習熟度は十分であったか

合計（1000 点満点） 1,000
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に，以下の項目について市ウェブサイトへ掲載の方法により公表する。

（ア） プロポーザルの参加者名

（イ） 優先交渉権者

（ウ） 評価結果一覧表（ただし，選定された候補者以外の参加者名部分については非公

表とする）

（エ） プロポーザル審査委員会委員名

（オ） その他必要事項

１４ 技術提案書等の取り扱い

（ア）提出期限後の技術提案書等の訂正，追加及び再提出は認めない。

（イ）著作権はそれぞれの企業に帰属する。

（ウ）提出された技術提案書等は原則非公開とする。

（エ）提出された技術提案書等は返却しない。

（オ）技術提案書等は審査に必要な範囲で複製を作成する場合がある。

（カ）提出された技術提案書等は，提案内容の評価以外提案者に無断で使用しない。

１５ 契約条件

本市が選定した優先交渉権者と，契約について協議を行い，大崎市契約規則に基づいて契約

を締結するものとする。その際，技術提案書等に記載された項目は，契約時に仕様書に反映す

るものとする。ただし，本業務の目的達成のため，必要な範囲において，本市と優先交渉権者

との協議により契約締結段階において項目の追加，変更，削除を行えるものとする。したがっ

て，優先交渉権者の決定をもって，技術提案書に記載された全内容を承認するものではない。

なお，優先交渉権者との協議において，両者が合意に至らなかった場合には，次順位候補者

との協議を行うものとする。

１６ スケジュール

本プロポーザルのスケジュールは，以下の表のとおりとする。ただし，各実施日について

は，本市の事務上の都合により変更できるものとする。

年 月 日 内 容

令和８年 ４月９日（木） 第１回審査委員会

令和８年 ４月１３日（月） 公告・実施要領等の配布

令和８年 ４月２２日（水） 質問書の提出期限

令和８年 ５月１日（金） 質問に対する回答

令和８年 ５月１２日（火） 一次選考用書類（参加表明書等）提出期限

令和８年 ５月１９日（火） 参加資格確認・確認結果通知

令和８年 ６月５日（金） 二次選考用書類（技術提案書等）提出期限

令和８年 ６月下旬～７月上旬

第２回審査委員会

・技術提案書評価

・機能証明書評価

・価格評価
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１７ その他

（１）参加表明書，技術提案書の作成，提出等一切の経費は，技術提案参加者の負担とする。

（２）本業務の契約締結前に，緊急等やむを得ない理由等により，業務を実施する事ができな

い場合には，公募型プロポーザルを停止，中止又は取り消すことがある。なお，その場合，

プロポーザルに要した経費を市に請求することはできない。

（３）技術提案書等の評価において，不明点等あった場合，補足説明等を求める場合がある。

ただし，当該補足資料等において，提案内容が変わる修正は認めない。

（４）公告の日から受託者の選定が終了するまでの間，審査委員会委員及び担当課関係職員に

対する営業活動を禁止する。

（５）提出された書類は，大崎市情報公開条例に基づき開示する場合がある。

（６）提案者は，実施要領及び調達仕様書等の不知又は不明，技術提案書の記載事項の錯誤等

を理由に技術提案書提出後に異議を申し立てることはできない。

年 月 日 内 容

・プレゼンテーション審査

・上位３社以内の選定

令和８年 ７月上旬～中旬 二次選考結果通知

令和８年 ７月上旬～下旬 三次選考審査 デモンストレーション審査

令和８年 ７月中旬～下旬
第３回審査委員会

・優先交渉権者，次順位候補者の選定

令和８年 ７月下旬～８月上旬 優先交渉権者等の決定・審査結果通知

令和８年 ７月下旬～８月上旬 契約内容の調整協議開始

令和８年 ８月上旬～下旬 契約内容の調整協議終了・随意契約起工伺

令和８年 ９月上旬～１０月上旬 見積合わせ

令和８年 ９月上旬～１０月上旬 業務委託等契約締結

契約締結の翌日～令和１４年１２月又

は令和１５年３月
業務履行期間


